
Q17 追加給付金の請求はどのように行えばよいですかo

く答l

以下の書類を提出して.独立行政法ヰ医薬品医療機器総合機構
に請求していただくことになっていますo
O.症状が進行したことが分かる医師の診断書く.Xl
ei追加給付金支給請求書く.X1

61住民票の写しその他の追旭給付金支給請求書に記戟した事
実を証明する書類

なおI X印の用紙はへ独立行政法人医薬品医療機器総合機構に
備え付けています.また.同機構のホ-ムペ-ジからもダウンEl
-ドして使用することができますo

Q18 絵付金の請求に関する問い合わせはどこに行えばよいで
すかo

く答l

.給付金pol支給はI独立行政法人医薬晶医療機器鹿合機構が行い
ます.実際の請求に当たってはl裁判手続の中で製剤投与の事実.
因果関係,症状について確憩を受けていただいた上でi.同機横ま
でご相談くださいo
その他,給付金の支給に関しご不明な点がござい衰したらl独

立行政法人医薬晶庖療機器総合機構までお間い合わせくださいム
E連絡先コLラリ-ダイヤル.. 0120-180-40O

くフリ-ダイヤルは1p携帯電話,公衆電話からはご利用になれませんIl

又は03二3506-9508
.

E受付時間コ 月曜日から金曜日まで く祝日1年末年姶を除く1
L 午前9ニ00J-午後6こOO

E給付金等の支給の仕組みに関する情報ペ-ジコ
.. http二IIwww. pmda. go, jplkenkouhigalLIc-kanen. html
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